
総社市水道事業処務規程等の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

  平成２８年１２月２２日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市水道事業管理規程第２号 

 

総社市水道事業処務規程等の一部を改正する規程 

 

（総社市水道事業処務規程の一部改正） 

第１条 総社市水道事業処務規程（平成１７年総社市水道事業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）及び総

社市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１７年総社

市条例第２０８号）の規定に基づき設置された環境水道部の組織，事務分

掌及び職員の服務等について，必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（契約及び検査） 

第１４条 水道事業及び工業用水道事業の業務に係る契約及び検査につい

ては，別に定めるものを除き，別段の定めがなされるまでの間，総社市の

契約及び検査の取扱いの例による。 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）及び総

社市水道事業，簡易水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（

平成１７年総社市条例第２０８号）の規定に基づき設置された環境水道部

の組織，事務分掌及び職員の服務等について，必要な事項を定めるものと

する。 

 

（契約及び検査） 

第１４条 水道事業，簡易水道事業及び工業用水道事業の業務に係る契約及

び検査については，別に定めるものを除き，別段の定めがなされるまでの

間，総社市の契約及び検査の取扱いの例による。 

  

 

（総社市水道事業会計規程の一部改正） 

第２条 総社市水道事業会計規程（平成２６年総社市水道事業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

 



改 正 後 改 正 前 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３

号。以下「規則」という。）第２条第１項の規定に基づき，総社市水道事

業及び工業用水道事業（以下「水道事業」という。）の会計事務処理につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 

別表（第１５条関係） 

  勘定科目表 

 収益勘定 

款 項 目 節 科目区分の説明 

水道事業

収益又は

工業用水

道事業収

益 

 略 

 

 

 費用勘定 

款 項 目 節 科目区分の説明 

水道事業

費用又は

工業用水

道事業費

用 

 略 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３

号。以下「規則」という。）第２条第１項の規定に基づき，総社市水道事

業，簡易水道事業及び工業用水道事業（以下「水道事業」という。）の会

計事務処理について必要な事項を定めるものとする。 

 

別表（第１５条関係） 

  勘定科目表 

 収益勘定 

款 項 目 節 科目区分の説明 

水道事業

収益，簡

易水道事

業収益又

は工業用

水道事業

収益 

 略 

 

 

 費用勘定 

款 項 目 節 科目区分の説明 

水道事業

費用，簡

易水道事

業費用又

は工業用

水道事業

費用 

 略 

 

  

 

（総社市給水条例施行規程の一部改正） 

第３条 総社市給水条例施行規程（平成１７年総社市水道事業管理規程第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 



改 正 後 改 正 前 

 

（連合使用者の料金） 

第９条 条例第２７条第５号の規定により許可を得た者（以下「連合使用者

」という。）の料金は，次の各号により算定した基本料金と給水料金の合

計額に１００分の１０８を乗じて得た額とする。この場合において，確定

金額に 1円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てるものとする。 

(１) 基本料金 条例第２５条の基本料金に世帯数を乗じて算定する。 

 

(２) 略 

２～４ 略 

 

（連合使用者の料金） 

第９条 条例第２７条第５号の規定により許可を得た者（以下「連合使用者

」という。）の料金は，次の各号により算定した基本料金と給水料金の合

計額に１００分の１０８を乗じて得た額とする。この場合において，確定

金額に 1円未満の端数があるときは，その端数を切り捨てるものとする。 

(１) 基本料金 条例第２５条又は第２６条の基本料金に世帯数を乗じて

算定する。 

(２) 略 

２～４ 略 

  

 

（総社市水道技術管理者の職務に関する規程の一部改正） 

第４条 総社市水道技術管理者の職務に関する規程（平成２８年総社市水道事業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（技術管理者の任命） 

第２条 技術管理者は，総社市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資

格等に関する条例（平成２５年総社市条例第１８号）第４条に規定する資

格を有する者のうちから総社市水道事業及び工業用水道事業の設置等に

関する条例（平成１７年総社市条例第２０８号）第５条第１項に規定する

管理者の権限を行う市長（以下「市長」という。）が任命する。 

 

 

（技術管理者の任命） 

第２条 技術管理者は，総社市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資

格等に関する条例（平成２５年総社市条例第１８号）第４条に規定する資

格を有する者のうちから総社市水道事業，簡易水道事業及び工業用水道事

業の設置等に関する条例（平成１７年総社市条例第２０８号）第５条第１

項に規定する管理者の権限を行う市長（以下「市長」という。）が任命す

る。 

  

 

（総社市指定給水装置工事事業者規程の一部改正） 

第５条 総社市指定給水装置工事事業者規程（平成１７年総社市水道事業管理規程第１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

 



改 正 後 改 正 前 

 

（指定の申請） 

第４条 略 

２ 指定工事業者として指定を受けようとする者は，指定給水装置工事事業

者指定申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる事項を記載し，市長に提

出しなければならない。 

 (１) 略 

 (２) 総社市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１７

年総社市条例第２０８号）第４条第１号に定める給水区域において給水

装置工事の事業を行う事業所（以下「事業所」という。）の名称及び所

在地並びに第１２条第１項の規定によりそれぞれの事業所において選

任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受

けている免状の交付番号 

 (３)及び(４) 略 

３及び４ 略 

  

 

（指定の申請） 

第４条 略 

２ 指定工事業者として指定を受けようとする者は，指定給水装置工事事業

者指定申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる事項を記載し，市長に提

出しなければならない。 

 (１) 略 

 (２) 総社市水道事業，簡易水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する

条例（平成１７年総社市条例第２０８号）第４条第１号から第４号まで

に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所（以下「事

業所」という。）の名称及び所在地並びに第１２条第１項の規定により

それぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及

び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号 

 (３)及び(４) 略 

３及び４ 略 

  

 

附 則 

 この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 


